
船舶事故調査報告書 

令和元年５月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月２２日 ０９時３２分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市三重
み え

埼北西方沖 

 能瀬
の せ

灯標から真方位２９１°１,７００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４８.５′ 東経１２９°４２.８′） 

事故の概要  漁船第２１成
せい

漁
りょう

丸は、南東進中、また、ミニボート（船名なし）

は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年１０月２５日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第２１成漁丸、１４トン 

   ＮＳ２－１３４８８、個人所有 

Ｂ ミニボート （船名なし）、総トン数なし（長さ２.６５ｍ） 

   なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 操縦者Ｂ、操縦免許 なし 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船外機に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、南東進中、船長Ａが、

左舷船首方の漁船１隻の他に船舶を認めなかったので、前路に他船は

いないと思い、航行を続けたところ、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、船首を東方に向け、船外機を停止

して漂泊中、操縦者Ｂが、左舷船尾方から接近するＡ船が漂泊中のＢ

船を避けると思い、釣りを行っていたところ、機関音を聞いて至近に

Ａ船を認め、笛を吹き、手を振りながら叫んだものの、海に飛び込ん

だ直後、Ａ船と衝突した。 

 操縦者Ｂは、固型式救命胴衣を着用していた。 

分析  Ａ船は、南東進中、船長Ａが、前路に他船はいないと思って航行を

続けたことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが、Ａ船が漂泊中のＢ船を避けると思って漂泊を

続けたことから、衝突を避ける時機を失し、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 



原因  本事故は、Ａ船が南東進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、前路に他船

はいないと思って航行を続け、また、操縦者Ｂが、Ａ船が漂泊中のＢ

船を避けると思って漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えら

れる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、予断を持たず、常時、周囲の適切な見張りを行うこ

と。 

・漂泊中、接近する他船を認めた場合は、機関を使用して移動する

など、余裕がある時機に衝突を避けるための措置をとること。 

 


